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令和７年度 平和学習青少年派遣事業 実施要領 

 

市川市では、生命の尊厳を深く認識し、世界の恒久平和を願い、昭和５９年（１９８４

年）１１月に「核兵器廃絶平和都市」を宣言した。それ以来、この宣言に基づく平和意識

の啓発と高揚を図るため、様々な平和啓発事業を実施してきた。 

市民の約９割が戦後生まれの戦争を知らない世代となっている中で、戦争の悲惨さ、核

兵器の恐ろしさ、平和の大切さを継承するために、青少年への平和教育を推進していくこ

とが、平和啓発事業を展開していくうえで重要であると考えている。 

そこで、戦後８０年が経過する今年は、周年事業として、中学生を対象に「平和学習青

少年派遣団」（以下「派遣団」という。）を編成し、戦争の悲惨さ、核兵器の恐ろしさ、そ

して、平和の尊さを学ぶため、広島市ヘの平和学習青少年派遣事業を実施する。 

 

１. 事業の目的 

広島市で開催される平和記念式典やヒロシマ青少年平和の集いに参加し、現地での

フィールドワークや全国の青少年とともに学習することを通して、被爆の実相と平和

の大切さを知り、帰市後、平和学習で培った成果を市・学校・地域の平和啓発活動に貢

献してもらうことを目的とする。 

 

２. 主催 

市川市 

 

３. 期日・派遣先 

令和７年８月５日（火）～７日（木）２泊３日・広島市 

 

４. 派遣団の構成及び派遣人員 

(１)中学生１６名 

(２)引率者４名（総務課職員２名、教職員または教育委員会職員２名） 

※その他、添乗員１名 

 

５. 費用負担 

交通費・宿泊費などの派遣にかかる費用は市が負担する。 

 

６. 選考方法 

(１)中学生 

対 象：平和学習に関心があり、市川市立中学校・義務教育学校に在籍している

生徒で心身ともに健康である者。 
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・校長は、上記に該当する生徒１名を推薦する。 

（市内市立中学校１５校・義務教育学校１校から原則各１名を派遣するものとす

る。） 

・校長は、提出された申込書（様式第１号）に推薦書（様式第２号）を添えて、総

務課に提出する。 

 

(２)引率者（教職員または教育委員会職員２名） 

対 象：市川市立中学校・義務教育学校または教育委員会に所属し、派遣事業に

関する学習の補助及び生徒指導を行うことができる者。 

・推薦書（様式第３号）に基づき、主催者と教育委員会が協議のうえ決定する。 

 

７. 団員（中学生）の役割 

(１)事前学習（全２回）、報告会などの会合に出席。 

(２)派遣終了後、団員は感想や記録をまとめた報告書を作成する。また、派遣報告会

に出席し、報告を行う。 

(３)在学する学校では、この平和学習に参加した感想や自分が感じたことを他の生

徒にも共有する。 

(４)家庭、地域等において平和の大切さを広める。 

(５)派遣終了後、市が実施する平和啓発事業に協力し、より多くの市民に平和の大切  

さを訴える。 

 

８. 派遣日程 

第１日目 ８月５日（火） 市川駅集合、出発、東京駅発～広島駅着（新幹線） 

広島市内見学 

第２日目 ８月６日（水） 平和記念式典参列、平和公園・市内見学 

第３日目 ８月７日（木） ※「ヒロシマ青少年平和の集い」参加 

広島駅発～東京駅着、市川駅着、解散 

 

※「ヒロシマ青少年平和の集い」 

[目的] 

全国の自治体が派遣する青少年と広島の青少年たちが一緒に被爆の実相や平和の

尊さを学習し、交流を深めることで若い世代の平和リーダーを育成していくことを

目的として、広島平和記念資料館が実施している。 

[内容（予定）] 

①広島の中高生による原爆被害の概要説明 ②被爆体験講話（その後、質疑応答） 

③グループ討議 （全国から集まった青少年たちをグループに分けて、いくつかの

テーマについて話し合う） 
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９. 今後のスケジュール（予定） 

５月３０日（金） 派遣生徒及び引率者の推薦書提出期限（総務課へ提出。） 

６月上旬 派遣生徒及び引率者の決定 

６月中旬 派遣生徒及び学校に決定通知書を送付 

６月２８日（土） 

      午前 

オリエンテーションの開催（事前学習①） 

・派遣事業についての説明 

・平和学習（被爆体験講話、戦時下の市川市の様子） 

・派遣生徒同士の交流など 

７月下旬 出発式の開催（事前学習②） 

・市長・教育長への出発の報告 

・スケジュールの最終確認など 

８月５日（火） 

８月６日（水） 

８月７日（木） 

出発（市川駅集合）、市川駅→東京駅→広島駅→広島市内 

平和記念式典に参列、市内見学 

青少年平和の集い、広島駅→東京駅→市川駅、解散 

８月中旬～下旬 市長、教育長への「帰市報告会」を開催 

・市長、教育長への報告 

・総務課への派遣報告の提出 

・平和リーダー認定証授与式など 

１１月中旬 市民向け『派遣報告会』の開催 

 

【その他】 

・派遣生徒は、在籍する学校において、平和学習青少年派遣事業に参加した感想など、平

和学習で自分が感じたことを発表する。 

（クラスのホームルームでの発表、昼休みの校内放送、派遣報告の掲示など） 

・総務課において、派遣生徒から提出された報告書を取りまとめ、冊子「市川市平和学習 

 青少年派遣団報告書（仮称）」を作成し、小・中学校、市立各図書館など教育機関に配

付する。 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

市川市役所 総務部総務課 総務グループ 

電話 ０４７（７１２）８６４３（直通） 

 〒２７２－８５０１ 市川市八幡１丁目１番１号 


